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凡 例 

 

１．全体において使用される省略記載 

「願書に添付した図面等」 ＝ 願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本 

「公知の意匠」      ＝ 意匠法第３条第１項第１号又は第２号の意匠 

「公開意匠」       ＝ 公知の意匠に該当するに至った意匠 

「電子的意匠情報」   ＝ インターネットを通じて得られる意匠情報 

「当業者」        ＝ その意匠の属する分野における通常の知識を有する者 

「先願に係る意匠として 

 開示された意匠」    ＝ 先願の意匠登録出願人によって、願書の「意匠に係る物品」の

欄に記載された物品の区分に属する物品の形態として開示さ

れた意匠 

「一組の図面」      ＝ 立体的なものの場合は、正投影図法により同一縮尺で作成され

た正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図、

又はそれらと置き換え可能な図。平面的なものの場合は、同一

縮尺で作成された表面図及び裏面図 

「その他必要な図」    ＝ 一組の図面だけでは意匠登録出願に係る意匠を十分表現でき

ないときに加える、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、

斜視図その他必要な図 

「別表第一」      ＝ 意匠法施行規則別表第一 

「別表第二」       ＝ 意匠法施行規則別表第二 

「本意匠」        ＝ 自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠 

「構成物品」       ＝ 組物を構成する物品 

「定められた構成物品」  ＝ 「構成物品表」に定められた構成物品 

「ジュネーブ改正協定」 ＝ 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 

「指定締約国」 ＝ ハーグ協定のジュネーブ改正協定第１条(xix)に規定する指定

締約国 

「国際出願」 ＝ ジュネーブ改正協定第１条(vii)に規定する国際出願 

「国際公表」 ＝ ジュネーブ改正協定第１０条(3)(a)の規定による公表 

「国際登録の日」 ＝ ジュネーブ改正協定第１０条(2)に規定する国際登録の日 

「国際登録」 ＝ ジュネーブ改正協定第１条(vi)に規定する国際登録 

「国際意匠登録出願」 ＝ 意匠法第６０条の６第１項及び同条第２項の規定により意匠

登録出願とみなされた国際出願 

「国際登録簿」 ＝ ジュネーブ改正協定第１条(viii)に規定する国際登録簿 

「国際意匠登録出願に係る 

願書の記載」  ＝ 国際意匠登録出願において、意匠法第６条第１項等の規定によ

り提出した願書に記載されたと認められるもの 

「国際意匠登録出願に係る 

図面の記載」 ＝ 国際意匠登録出願において、意匠法第６条第１項の規定により

提出した図面に記載されたと認められるもの 

「国際意匠分類」 ＝ 千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十

月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカ

ルノ協定が定める意匠の国際分類 



 

 

２．一部において使用される省略記載 

「形態」         ＝ 形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合 

 ただし、「創作非容易性」に関する項目においては「形態」

とはいわない。これは、意匠法第２条第１項に規定される「形

状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」は意匠の構成要件と

して物品と混然一体となるものであるのに対し、意匠法第３条

第２項に規定される「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結

合」とは、物品を離れた形状のみあるいは模様のみといった独

立した要素又はこれら独立した要素の結合をも意味すること

から、両者の違いを明確にするためである。 

 具体的には、第２部「意匠登録の要件」第３章「創作非容易

性」及び第７部「個別の意匠登録出願」第１章「部分意匠」71.4.3

「創作非容易性」においては「形態」とはいわない。 

 また、第７部「個別の意匠登録出願」第２章「組物の意匠」

72.1.1.3「組物全体として統一があること」及び72.1.1.3.1

「組物全体として統一があると認められるものの類型」におい

ても、組物全体として統一があるか否かの判断が、物品を離れ

た形状のみあるいは模様のみといった独立した要素又はこれ

ら独立した要素の結合に基づいても行われることから、同様に

「形態」とはいわない。 

 

  


